
 
滋賀県では、仕事と家庭を両立できる職場環境づくりを進めるため、「イクボス」

を増やす取組を推進しています。 

 

＜イクボス＞ 

イクボスとは、職場で共に働く部下・スタッフのワーク・ライフ・バランス（仕事

と生活の両立）を考え、その人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績も結果

を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことが出来る上司（経営者・管理職）のこ

と。（NPO 法人ファザーリング・ジャパン HP より） 

＜滋賀県の取り組み＞ 

平成 27 年 4 月 30 日、三日月知事、副知事、部長、所属長  271 名が宣言 

平成 27 年 6 月 2 日、県立学校長  59 名が宣言 

平成 27 年  6 月 16 日、笠間警察本部長、警察署長、本部所属長 62 名が宣言 

 

 

 

 

 

 

 

＜イクボスの取組を進めるメリット＞ 

● 従業員・部下の心身の健康が向上 

● 従業員・部下のやる気・満足度が向上 

● 長時間労働のコストが削減 

● 企業イメージが向上 

● 優秀な人材の獲得と定着 

 

 

三日月知事によるイクボス宣言 

 平成 27 年 4 月 30 日、県庁にて 

問い合わせ先：滋賀県 商工観光労働部女性活躍推進課 

  TEL:077-528-3771  FAX：077‐528‐4807   E-mail:fg00@pref.shiga.lg.jp 


